
昭
和
五
十
一
年
人
事
院
規
則
一
三―

三

人
事
院
規
則
一
三―

三
（
災
害
補
償
の
実
施
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
等
）

人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
一
三―

三
（
災
害
補
償
に
つ
い
て
の
審
査
の
申
立
て
）
の
全
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
人
事
院
規
則
一
三―

三
（
昭
和
五
十
一
年
五
月
二
十
六
日
施
行
）

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条―

第
七
条
）

第
二
章
　
補
償
の
実
施
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
（
第
八
条―

第
二
十
七
条
）

第
三
章
　
福
祉
事
業
の
運
営
に
関
す
る
措
置
の
申
立
て
（
第
二
十
八
条―

第
三
十
五
条
）

第
一
章
　
総
則

（
趣
旨
）

第
一
条
　
補
償
法
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
補
償
の
実
施
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
（
以
下
「
審
査
の
申
立
て
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
福
祉
事
業
の
運
営
に
関
す
る
措
置
の
申
立
て
（
以
下
「
措
置
の
申
立

て
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
災
害
補
償
審
査
委
員
会
）

第
二
条
　
人
事
院
は
、
審
査
の
申
立
て
及
び
措
置
の
申
立
て
の
審
理
を
行
わ
せ
る
た
め
、
災
害
補
償
審
査
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

第
三
条
　
委
員
会
は
、
審
査
の
申
立
て
及
び
措
置
の
申
立
て
の
審
理
を
行
い
、
そ
れ
が
終
了
し
た
と
き
は
、
委
員
会
の
意
見
を
付
し
た
調
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
人
事
院
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
　
委
員
会
の
委
員
は
、
五
名
と
し
、
人
事
院
の
職
員
及
び
学
識
経
験
の
あ
る
そ
の
他
の
者
の
う
ち
か
ら
総
裁
が
任
命
す
る
。

２
　
委
員
の
任
期
は
、
一
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

３
　
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
委
員
の
残
任
期
間
と
す
る
。

４
　
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

第
五
条
　
委
員
会
に
、
委
員
長
を
置
く
。

２
　
委
員
長
は
、
委
員
の
う
ち
か
ら
総
裁
が
指
名
す
る
。
委
員
長
に
事
故
の
あ
る
と
き
は
、
総
裁
の
指
名
す
る
委
員
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

３
　
委
員
長
は
、
審
理
を
指
揮
し
、
そ
の
進
行
を
図
り
、
及
び
委
員
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

第
六
条
　
委
員
会
の
会
議
は
、
委
員
の
過
半
数
を
も
つ
て
定
足
数
と
す
る
。

２
　
会
議
の
議
決
は
、
出
席
委
員
の
多
数
決
に
よ
る
も
の
と
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
委
員
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
七
条
　
事
務
総
長
は
、
人
事
院
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
委
員
会
の
書
記
を
指
名
す
る
。

２
　
書
記
は
、
委
員
長
の
命
を
受
け
て
、
審
理
に
関
す
る
事
務
に
つ
き
、
文
書
の
作
成
、
発
送
そ
の
他
の
庶
務
的
事
項
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
二
章
　
補
償
の
実
施
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て

（
審
査
の
申
立
て
の
方
式
）

第
八
条
　
審
査
の
申
立
て
は
、
補
償
審
査
申
立
書
（
以
下
「
審
査
申
立
書
」
と
い
う
。
）
正
副
二
通
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
代
理
人
に
よ
る
審
査
の
申
立
て
）

第
九
条
　
審
査
の
申
立
て
は
、
代
理
人
に
よ
つ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
代
理
人
は
、
各
自
、
審
査
申
立
人
の
た
め
に
、
当
該
審
査
の
申
立
て
に
関
す
る
一
切
の
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
審
査
の
申
立
て
の
取
下
げ
は
、
特
別
の
委
任
を
受
け
た
場
合
に
限
り
、
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
代
理
人
の
資
格
の
証
明
等
）

第
十
条
　
代
理
人
の
資
格
は
、
書
面
で
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
特
別
の
委
任
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２
　
代
理
人
が
そ
の
資
格
を
失
つ
た
と
き
は
、
審
査
申
立
人
は
、
書
面
で
そ
の
旨
を
人
事
院
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
審
査
申
立
書
の
記
載
事
項
）

第
十
一
条
　
審
査
申
立
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
審
査
申
立
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
並
び
に
災
害
を
受
け
た
職
員
と
の
続
柄
又
は
関
係

二
　
災
害
を
受
け
た
職
員
の
氏
名
並
び
に
災
害
発
生
当
時
に
占
め
て
い
た
官
職
及
び
勤
務
し
て
い
た
官
署
又
は
事
務
所

三
　
補
償
に
関
す
る
実
施
機
関
の
通
知
の
要
旨
及
び
年
月
日

四
　
審
査
の
申
立
て
の
趣
旨
及
び
理
由

五
　
審
査
の
申
立
て
の
年
月
日

２
　
審
査
申
立
人
が
代
理
人
に
よ
つ
て
審
査
の
申
立
て
を
す
る
と
き
は
、
審
査
申
立
書
に
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
そ
の
代
理
人
の
氏
名
及
び
住
所
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
審
査
申
立
書
の
審
査
等
）

第
十
二
条
　
人
事
院
は
、
審
査
申
立
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
審
査
申
立
人
の
資
格
、
審
査
の
申
立
て
の
趣
旨
及
び
理
由
そ
の
他
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
審
査
し
、
そ
の
申
立
て
が
適
法
な
も
の
で
あ
る
と
き
は
受
理
し
、
不
適
法
で

あ
つ
て
補
正
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
却
下
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条
　
前
条
に
規
定
す
る
審
査
の
結
果
、
審
査
の
申
立
て
が
不
適
法
で
あ
つ
て
補
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
人
事
院
は
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
補
正
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
審
査
の
申

立
て
が
不
適
法
で
あ
つ
て
も
、
そ
れ
が
軽
微
な
も
の
で
あ
つ
て
審
査
の
申
立
て
の
趣
旨
に
影
響
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
人
事
院
は
、
自
ら
そ
の
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２
　
前
項
の
期
間
内
に
審
査
申
立
人
が
補
正
し
な
か
つ
た
と
き
は
、
人
事
院
は
、
当
該
審
査
の
申
立
て
を
却
下
す
る
も
の
と
す
る
。

（
受
理
及
び
却
下
の
通
知
）

第
十
四
条
　
人
事
院
は
、
審
査
の
申
立
て
を
受
理
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
審
査
申
立
人
及
び
実
施
機
関
に
通
知
し
、
並
び
に
実
施
機
関
に
審
査
申
立
書
の
副
本
を
送
付
す
る
も
の
と
し
、
第
十
二
条
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

審
査
の
申
立
て
を
却
下
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
審
査
申
立
人
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
審
査
の
併
合
及
び
分
離
）

第
十
五
条
　
人
事
院
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
数
個
の
審
査
の
申
立
て
を
併
合
し
、
又
は
併
合
さ
れ
た
数
個
の
審
査
の
申
立
て
を
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
員
会
に
対
す
る
付
議
）

第
十
六
条
　
人
事
院
は
、
審
査
の
申
立
て
を
受
理
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
こ
れ
を
委
員
会
の
審
理
に
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
審
理
の
方
式
）

第
十
七
条
　
審
査
の
申
立
て
の
審
理
は
、
書
面
に
よ
る
。
た
だ
し
、
審
査
申
立
人
の
申
立
て
が
あ
つ
た
と
き
は
、
委
員
会
は
、
審
査
申
立
人
に
口
頭
で
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述
は
、
非
公
開
で
行
う
も
の
と
す
る
。

（
証
拠
書
類
等
の
提
出
）

第
十
八
条
　
審
査
申
立
人
及
び
実
施
機
関
は
、
証
拠
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
委
員
会
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
委
員
会
が
証
拠
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
提
出
す
べ
き
相
当
の
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
期
間
内
に
こ

れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
員
会
の
審
理
に
関
す
る
権
限
）

第
十
九
条
　
委
員
会
は
、
審
理
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
補
償
法
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
七
条
に
定
め
る
人
事
院
の
権
限
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
調
書
）

第
二
十
条
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
委
員
会
の
作
成
す
る
調
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
件
名

二
　
審
理
を
終
了
し
た
年
月
日

三
　
審
理
の
内
容
の
概
要

四
　
委
員
会
の
意
見

五
　
審
理
を
行
つ
た
委
員
の
氏
名

（
手
続
の
承
継
）

第
二
十
一
条
　
審
査
申
立
人
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
相
続
人
は
、
審
査
申
立
人
の
地
位
を
承
継
す
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
は
、
相
続
人
は
、
書
面
で
そ
の
旨
を
人
事
院
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
届
出
書
に
は
、
相
続
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
死
亡
者
に
あ
て
て
さ
れ
た
通
知
そ
の
他
の
行
為
が
相
続
人
に
到
達
し
た
と
き
は
、
相
続
人
に
対
す
る
通
知
そ
の
他
の
行
為
と
し
て
の
効
力

を
有
す
る
。

４
　
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
の
一
人
に
対
す
る
通
知
そ
の
他
の
行
為
は
、
全
員
に
対
し
て
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
審
査
の
申
立
て
の
取
下
げ
）

第
二
十
二
条
　
審
査
申
立
人
は
、
判
定
が
あ
る
ま
で
は
、
い
つ
で
も
審
査
の
申
立
て
を
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
審
査
の
申
立
て
の
取
下
げ
は
、
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
審
査
の
打
ち
切
り
）

第
二
十
三
条
　
審
査
の
申
立
て
が
人
事
院
に
係
属
中
に
、
審
査
申
立
人
が
死
亡
し
、
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
承
継
が
行
わ
れ
な
か
つ
た
場
合
又
は
審
査
の
申
立
て
の
事
由
の
消
滅
等
に
よ
り
事
案
の
審
査
を
継
続
す
る
必
要

が
な
く
な
つ
た
場
合
に
は
、
人
事
院
は
、
そ
の
事
案
の
審
査
を
打
ち
切
り
、
審
査
の
申
立
て
を
却
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
判
定
）

第
二
十
四
条
　
審
査
の
申
立
て
が
理
由
が
な
い
と
き
は
、
人
事
院
は
、
判
定
で
、
当
該
審
査
の
申
立
て
を
棄
却
す
る
。

２
　
審
査
の
申
立
て
が
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
人
事
院
は
、
判
定
で
、
当
該
審
査
の
申
立
て
に
係
る
補
償
の
実
施
を
変
更
し
、
又
は
命
ず
る
。

３
　
前
二
項
の
判
定
は
、
委
員
会
の
提
出
し
た
調
書
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
判
定
の
方
式
）

第
二
十
五
条
　
判
定
は
、
書
面
で
行
い
、
か
つ
、
審
査
の
申
立
て
の
要
旨
及
び
判
定
の
理
由
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
判
定
は
、
指
令
で
行
う
。

（
判
定
の
通
知
）

第
二
十
六
条
　
判
定
の
通
知
は
、
判
定
書
の
正
本
を
審
査
申
立
人
及
び
実
施
機
関
に
送
付
し
て
行
う
。

（
証
拠
書
類
等
の
返
還
）

第
二
十
七
条
　
人
事
院
が
判
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
委
員
会
は
、
補
償
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
せ
た
文
書
そ
の
他
の
物
件
及
び
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
証
拠
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
速
や
か
に
そ
の
提
出

人
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
三
章
　
福
祉
事
業
の
運
営
に
関
す
る
措
置
の
申
立
て

（
措
置
の
申
立
て
の
方
式
）

第
二
十
八
条
　
措
置
の
申
立
て
は
、
福
祉
事
業
措
置
申
立
書
（
以
下
「
措
置
申
立
書
」
と
い
う
。
）
正
副
二
通
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
措
置
申
立
書
の
記
載
事
項
）

第
二
十
九
条
　
措
置
申
立
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
措
置
申
立
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
並
び
に
公
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
を
受
け
た
職
員
と
の
続
柄
又
は
関
係

二
　
公
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
を
受
け
た
職
員
の
氏
名
並
び
に
災
害
発
生
当
時
に
占
め
て
い
た
官
職
及
び
勤
務
し
て
い
た
官
署
又
は
事
務
所

三
　
福
祉
事
業
に
関
す
る
実
施
機
関
の
通
知
の
要
旨
及
び
年
月
日

四
　
措
置
の
申
立
て
の
趣
旨
及
び
理
由

五
　
措
置
の
申
立
て
の
年
月
日

（
質
問
、
報
告
等
）

第
三
十
条
　
委
員
会
は
、
審
理
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
措
置
申
立
人
若
し
く
は
そ
の
他
の
関
係
人
に
対
し
て
、
質
問
し
、
報
告
を
求
め
、
若
し
く
は
証
拠
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
公
務
上
の
災
害

若
し
く
は
通
勤
に
よ
る
災
害
を
受
け
た
職
員
に
医
師
の
診
断
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
一
条
　
委
員
会
は
、
審
理
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
実
地
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
二
条
　
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
調
査
員
に
、
第
三
十
条
に
規
定
す
る
質
問
を
さ
せ
、
又
は
前
条
の
調
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
判
定
）

第
三
十
三
条
　
措
置
の
申
立
て
が
理
由
が
な
い
と
き
は
、
人
事
院
は
、
判
定
で
、
当
該
措
置
の
申
立
て
を
棄
却
す
る
。

２
　
措
置
の
申
立
て
が
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
人
事
院
は
、
判
定
で
、
実
施
機
関
に
対
し
、
当
該
措
置
の
申
立
て
に
係
る
福
祉
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
指
示
す
る
。

３
　
前
二
項
の
判
定
は
、
委
員
会
の
提
出
し
た
調
書
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
証
拠
書
類
等
の
返
還
）

第
三
十
四
条
　
人
事
院
が
判
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
委
員
会
は
、
第
三
十
条
の
規
定
及
び
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
証
拠
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
速
や
か
に
そ
の
提
出
人
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
審
査
の
申
立
て
の
規
定
の
準
用
）

第
三
十
五
条
　
第
九
条
、
第
十
条
、
第
十
一
条
第
二
項
、
第
十
二
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
、
第
二
十
五
条
及
び
第
二
十
六
条
の
規
定
は
、
措
置
の
申
立
て
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
九
月
二
九
日
人
事
院
規
則
一
六―

三―

二
三
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
二
七
日
人
事
院
規
則
一―

三
三
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
一
七
日
人
事
院
規
則
一
三―

三―

一
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
人
事
院
規
則
一
三―

三―

二
）

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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